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今後の紀の川の河川整備に
向けた説明資料（第２稿）
からの変更方針について

近畿地方整備局

平成１８年１１月２２日
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第19回紀の川流域委員会から
現在までの経過

・平成16年3月第19回紀の川流域委員会 で
「今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） 」を妥当と判断した

・平成16年6月審議報告会

・平成16年7月福井豪雨
・平成16年10月台風23号による出水（由良川・円山川等被災）
・平成16年12月総合的な豪雨災害対策の推進ついての緊急提言

・平成16年12月上記の緊急提言を受け
『豪雨災害対策緊急アクションプラン』策定

・平成17年4月総合的な豪雨災害対策の推進ついて（提言）

・平成17年6月～8月 紀の川の渇水（58日間取水制限実施）

・平成17年11月18日紀の川河川整備基本方針策定

・平成18年3月危険水位の見直し
（船戸・五條基準地点に加えて三谷地点を追加）
（特別警戒水位を貴志川基準地点に設定）

・平成18年8月貴志川の｢浸水想定区域｣を指定・発表（国土交通省近畿地方整備局）

・平成18年9月紀の川の｢浸水想定区域 【奈良県管理区間】 ｣を発表（奈良県）
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説明資料（第2稿）の概要
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今後の紀の川の河川整備

に向けた説明資料（第2稿）
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整備の考え方
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基本的な考え方について

３．１ 基本的な考え方
河川整備にあたっては、以下の視点に基づき実施する。

１．紀の川の洪水特性を踏まえた洪水を対象として安全で安
心して暮らせる河川整備の実施

２．紀の川の歴史や河川特性を踏まえた効率的な河川整備・
水管理の実施

３．自治体や住民等との連携・協働による河川環境の把握、
保全及び回復、維持管理の実施、適正な河川利用の維持

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P26
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対象区間及び対象期間
3.2.1 対象区間

3.2.1 対象区間
本計画は紀の川水系の直轄管理区間を対象とする。

紀の川：62.4km 貴志川：6.0km 大滝ダム管理区間：20.3km

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P26
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3.2.2 対象期間

3.2.2 対象期間

本計画の対象期間は概ね30年間とする。

本計画は、現時点の流域の社会状況・自然状況・河道状況に

基づき策定するものであり、策定後の状況変化や新たな知見・

技術の進捗等の変化により、対象期間内であっても必要に応じ

て見直しを行う。

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P26
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対象洪水の選定

対象６洪水の実績降雨において

・大滝ダムのない場合の氾濫被害が 大

・大滝ダムを 大活用した場合の氾濫被害が 大

昭和34年9月洪水

他河川の事例
（戦後 大洪水を採用している事例
が多い）
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◆既往洪水からの検証
戦後の既往年 大雨量をもとに流出量（ただし、3000m3/s以下は実績流量）を比べ
てみました。

年 大実績降雨における流出量の比較（船戸）
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河川整備計画検討における前提条件

大滝ダム 河道

1,200m3/s 
一定量放流

2,500m3/s 
一定量放流

（現況の前提条件）

（30年後の目標）

現況河道

S34.9型洪水の
流下河道断面を目標
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治水対策（量的安全度対策）

【岩出狭窄部】 ⇒ 改築

【藤崎狭窄部】 ⇒ 部分改築（土砂吐機能）＋築堤（麻生津）

【小田狭窄部】 ⇒ 部分改築（固定部改築）＋築堤（安田嶋）

▼狭窄部

【慈尊院地区】 ⇒ 築堤・掘削

【橋本市域】 ⇒ マウンド部（岩盤部）の除去

▼河道断面不足箇所

【上野地区】 ⇒ 築堤

【二見地区】 ⇒ 築堤

【野原地区】 ⇒ 築堤

【牧地区】 ⇒ 築堤

▼無堤箇所

※１．施設管理者と事業調整を行う必要がある。

※１

※１

※１
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量的安全度の確保

１）大滝ダムの早期完成

洪水調節による下流浸水被害の軽減

２）浸水対策

無堤部の築堤による浸水被害の解消

３）狭窄部対策

１）横断工作物対策

必要 小限の堰改築等

２）河道断面不足対策

必要 小限の堆積土砂掘削

→土砂の自然流下による浸水被害の軽減

４）支川対策

支川改修と整合した合流点処理による

浸水被害の解消
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１）大滝ダムの早期完成

貯水池内のすべり対策を実施し、大滝ダムを早期に完成させる。なお、大滝ダム完成後
の操作は、下流の河道整備状況から当面1,200m3/s一定量放流とするが、下流の河道整
備状況等に応じて2,500m3/s一定量放流まで順次変更増量するものとする。

【実施内容】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P31
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２）浸水対策

未整備地区については、浸水頻度、下流の流下
能力、堤防整備後の下流への流出量及び土地利
用等を踏まえ、効率的な無堤防部対策により目標と
する洪水に対する浸水被害の解消を図る。

春日川

岩出町

和歌山市

打田町

粉河町

那賀町

かつらぎ町

橋本市

五條市

貴志川町

桃山町

五條市
橋本市

九度山町

かつらぎ町

那賀町

粉河町打田町

和歌山市

岩出井堰 藤崎井堰
小田井堰

0K 5K 10K 15K 20K

25K

30K 35K 40K 45K 50K 55K 60K

：現況想定氾濫ブロック

：H14年度対策済

：無堤箇所

凡例

高野口町

那賀右岸

那賀左岸

慈尊院

九度山

橋本左岸上流 五條左岸第二

五條右岸中流橋本右岸上流
五條右岸下流橋本右岸中流第一

粉河右岸

岩出狭窄部

藤崎狭窄部

慈尊院
地区

小田狭
窄部

橋本市域

五條市域

麻生津 慈尊院 安田嶋

上野 二見

野原 牧

浸水対策箇所浸水対策箇所
那賀町那賀町 麻生津地区麻生津地区

九度山町九度山町 慈尊院地区慈尊院地区

九度山町九度山町 安田嶋地区安田嶋地区

五條市五條市 上野地区上野地区

五條市五條市 二見地区二見地区

五條市五條市 野原地区野原地区

【実施内容】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P27
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３）狭窄部対策

横断工作物対策

流下能力不足の堰による周辺の浸水被害軽減のために

○紀の川大堰は、関連事業を実施し、早期に完成する

○他の堰は、施設管理者と協議の上、改築・改良する

○堰上流の堆積土砂は、堰改築後の自然流下で河積確保する

○土砂移動状況は、モニタリングで把握する

・紀の川大堰：新六ヶ井堰撤去、河道掘削、JR阪和橋梁架替

・岩出井堰 ：全面改築

・藤崎井堰 ：部分改築（土砂吐機能）

・小田井堰 ：部分改築（固定部改築）

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P31
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４）支川対策

支川流域の浸水被害軽減のため、支川管理者と連携を図り

合流点処理を実施する

【支川改修と一体となった氾濫被害の解消】

近年発生した約3,000戸の浸水家屋を
支川改修と一体的に合流部の整備することで解消

支川名 事業実施状況
関連事業

（県）
整備効果 備考

橋本川 H7.7 139戸

【県事業区間】
約1930ｍ内
1680ｍ完成（暫定）
【２－７区間】
全体200mの内
　　　100m完成

広域基幹-１級（S48～)
住宅宅地関連公共施設等
　総合整備事業（H10～)

浸水被害軽減
土地区画整理事業
　　　　　　　　との連携

2-7区間

鳴滝川 H1.9 2,623戸
【県事業区間】
2400ｍ内
1200ｍ完成（暫定）

広域一般-１級（H2～)
激特（H元～H5）

浸水被害軽減

桜谷川 S51.7 62戸
【県事業区間】
2300ｍ内
1520ｍ完成（暫定）

統合一般（S57～) 浸水被害軽減

七瀬川 H7.7 185戸
【県事業区間】
1600ｍ内
0ｍ完成

広域一般-１級（H6～) 浸水被害軽減

柘榴川 － －
【２－７区間】
約1000m内
残500m

（河川・砂防事業） 浸水被害軽減 2-7区間

近年の被害

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P31
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質的安全度の確保
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3.3.4 堤防の信頼性の確保
（質的安全度の確保）

3.3.4 堤防の信頼性の確保（質的安全度の確保）

紀の川堤防について、堤防に求められている機能毎の安全性を照
査した上で、整備計画目標流量流下時の水位、堤防の背後地の高さ
や土地利用状況等から対策箇所を選定し、堤防の強化を図り、堤防の
信頼性の確保を図る。

【目標】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P28
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危機管理対策
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危機管理対策（適時・的確な情報収集・提供等）

１．洪水時の河川情報の収集・提供

防災対策のために、情報収集・提供に努める

２．水災害の予防・防止

自治体の防災支援等のために、ソフト支援や

ハード整備を行う

３．高潮

関係機関との連携による高潮対策を行う

４．地震

地震発生後の被害 小化対策を行う

５．津波

情報通信技術による迅速な対応を行う
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浸水想定区域図の公表

水防法の一部が改正され、平成１３年７月３日に水災による被害の軽減を図るた
め、浸水想定区域の指定・公表、浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確
保を図るための措置を講ずることが必要となり、紀の川でも浸水想定区域図を公表
しました。

今後は、更なる円滑かつ迅速な避難の確保を図るため以下の条件での浸水想定
区域図を公表し、市町村が作成するハザードマップの支援を行います。

【今後の浸水想定区域図】

・大滝ダムを考慮した

浸水想定区域図

・現況河道条件での

浸水想定区域図

・洪水規模別の

浸水想定区域図
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ハザードマップ策定状況

平成１９年度以降策定予定五條市

平成２０年度以降策定予定

（旧高野口町は平成１７年度策定完了）

平成１９年度末策定予定

平成１７年度策定完了

平成１９年度末策定予定

平成１９年度以降策定予定

平成１９年度以降策定予定

かつらぎ町

岩出市

橋本市

九度山町

紀の川市

和歌山市

平成18年11月17日時点
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緊急用河川敷道路

R26接続
（大阪へ）

海南へ

北島橋接続

接続（和歌山市内へ）

（大阪へ）

R24号へ接続
（奈良へ）

整備区間 ：14.8km
未整備区間：4.4km
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利水対策
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【水利用流域連絡会（仮称）の設立】

【水利用流域連絡会（仮称）】

・河川情報、取水実態の把握

・ダムの貯水情報の共有化

・組織の連絡体制の確認

・効率的な水運用

・渇水調整

（河川管理者・利水者）

【水利用の状況提供】

・取水状況

・水質状況

・ダム貯水状況

（大迫・津風呂ﾀﾞﾑ）

・井堰状況

【河川情報の収集・提供】

・水文状況（雨量・流量）

・水質状況

・ダム貯水状況

（大滝・猿谷ﾀﾞﾑ）

（河川管理者） （利水者）

河川管理者、利水者から構成した水利用流域連絡会（仮称）を組織し、平
常時から河川情報、利水者情報等を共有化し、渇水時の迅速かつ円滑な調整
により被害を軽減します。
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４．２ 利水に関する事項
4.2.1 水循環実態調査

4.2.1 水循環実態調査
河川管理者、利水者、下水道管理者が一体となって、農業用

水の取排水、上工水の取水、発電の取水・放流状況、下水道処
理水の放流状況と河川流量との関係等の水循環実態調査を実
施する。

【実施内容】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P37
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4.2.3 瀬切れの解消

4.2.3 瀬切れの解消
紀の川の水循環特性を踏まえた効率的な水運用により、渇水時

に瀬切れが頻発している船戸地点の瀬切れを解消する。
また、貴志川についても利水者等と協議しつつ、瀬切れの解消

に努める。

根来川

↑岩出井堰付近状況（H13.8）

瀬切れ

↑貴志川(諸井井堰下流)（H14.6)

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P38
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3.5.1 河川景観
（紀の川らしい景観の保全）

3.5.1 河川景観（紀の川らしい景観の保全）

紀の川流域における歴史・文化等に関連する様々な情報の収集・提
供を行い、住民、関係機関と一体となって紀の川らしい河川景観を保
全する。

【目標】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P30
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3.5.3 生物の生息・生育環境

3.5.3 生物の生息・生育環境
１．生物の生息・生育の場

紀の川の特徴的な生物の生息・生育の場となっている汽水域・干潟・
ワンド・たまり・瀬・淵・ヨシ原等の河川環境を保全・再生する。
２．生物移動の連続性

魚道の落差が大きく流速が速いなど、魚道機能を十分発揮していない
魚道等の改善を図り、回遊魚等の移動性を確保する。

【目標】 今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P30
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4.3.5 水環境（水質）
（地域連携による水質改善の実施）

【実施内容】
4.3.5 水環境（水質）
１.紀の川

「紀の川水質汚濁防止連絡協議会」における水質改善に向けた以下
の取り組みを強化し、水質の改善を目指す。

・ 水質状況の日常的な把握（情報の共有化）
・ 各機関における水質改善対策の促進
・ 住民への水質情報の積極的な公表
・ 水質汚濁防止に向けた家庭での取り組み事例の紹介等の

啓発活動
・ 企業への水質汚濁防止に向けた啓発
・ 学校、住民等と連携した水質調査
・ 水質事故発生時の迅速な対応（ＣＣＴＶ等による迅速な情報把握）

紀の川下流部の水質汚濁の著しい支川において、植生の維持管理を
十分検討した上で植生による汚濁負荷削減対策を実施する。

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P40
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4.3.6 環境学習
紀の川の自然環境や水辺を利用した子どもたちの総合学習等の支

援を行うため、五條地先等において水辺の楽校施設を整備する。また、
紀の川流域に関わるさまざまな文献情報を収集し、既設の水ときらめ
き紀の川館、大滝ダム学べる建設ステーション等を活用し、広く一般住
民に情報提供する。さらに、紀の川の出前講座や水質学習会等を学
識経験者等の協力を得ながら実施する。

【実施内容】

▲大滝ダム学べる建設ステーション

▼紀の川大堰PR館

▲水辺の楽校

今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（第2稿） P41
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アクセス改善（バリアフリー化等）

誰もが安全・容易に川へのアクセスが出来る様に坂路の緩傾斜化や階段の手摺等、
バリアフリー化に努めます。

【坂路や階段の設置】

手すり付きの階段 緩勾配の坂路
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説明資料（第2稿）からの
変 更 方 針



37

主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更

（整備内容の記載を整備と維持に区分）

河川整備計画に定める事項

一 河川整備計画の目標に関する事項

二 河川の整備の実施に関する事項

イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施工

により設置される河川管理施設の機能の概要

ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

（河川法施行令第十条の三）
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１．構成の変更

【変更方針】

１．流域及び河川の概要

２．河川整備の現状と課題

３．河川整備計画の目標に関する事項

４．河川の整備の実施に関する事項
４．１河川工事の目的、種類及び施行の場所並

びに当該河川工事の施工により設置され
る河川管理施設等の機能の概要

４．２河川の維持の目的、種類及び施行の場所

４．３その他河川整備を総合的に行うために必
要な事項

【説明資料（第２稿）】

１．流域及び河川の概要

２．河川整備の現状と課題

３．河川整備の目標

４．河川の整備の実施に関する事項
４．１洪水、高潮等による災害の発生の防止又

は軽減に関する事項

４．２利水に関する事項

４．３河川環境の整備に関する事項

４．４維持管理に関する事項

４章の構成を変更

「４．河川の整備の実施に関する事項」を「河川の整備に関
する事項」と「河川の維持に関する事項」に分けて記載
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更について
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２．計画の内容を詳細に記載
○整備内容等をさらに明確化

例：橋本地区掘削

写真を追加

横断図を追加

掘削範囲を図示及び掘削横断を追加

【変更方針】【説明資料（第２稿）】
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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【変更方針】【説明資料（第２稿）】

２．計画の内容を詳細に記載
○環境整備対応メニューを具体化

例：橋本地区 水辺環境

文章を具体化

写真・イメージ図を追加

文章を具体化し、写真・イメージを追加
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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２．計画の内容を詳細に記載

○附図を追加
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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３．時点修正

○組織を現時点に

橋本

五條

船戸

５市１７町５村

８市８町４村

時点修正

市町村合併等による組織改定を修正
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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３．時点修正

○事業の進捗状況を平成17年度末に

例：紀の川指定区間外区間における完成堤防整備率
７７％ ⇒ ７９％

緊急用河川敷道路整備状況
１２．９ km ⇒ １４．９ km
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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３．時点修正

○データを平成17年度末時点に

例：紀の川における水質の経年変化
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主な変更・修正点

１．構成の変更

○政令に準拠した記載に変更（整備内容の記載を整備と維持に区分）

○危機管理の項目を追加

２．計画の内容を詳細に記載

○整備内容等をさらに明確化（延長、範囲等を記入）

○環境整備対応メニューを具体化

○附図を追加

３．時点修正

○組織を現時点に

○事業の進捗状況を平成17年度末時点に

○ﾃﾞｰﾀを平成17年度末時点に

○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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紀の川大堰事業は、平成15年3月に堰本体が完成し、平成15年6月より暫定運用を行っています。

今般、利水計画を変更するとともに、治水計画についても戦後 大規模の洪水を安全に流下させ

る河道を整備することを目標に、紀の川大堰事業の基本計画変更を行います。

現在、計画変更にあわせた河道の掘削や、JR橋梁の架替など関連工事を進めており、平成21年度

の事業完了を目指しております。

【事業の経緯】
昭和昭和6262年年 44月月 建設工事着手建設工事着手

昭和63年 4月 紀の川大堰の建設に関する基本計画告示

平成平成 55年年 33月月 堰本体工事に着手堰本体工事に着手

平成13年 9月 紀の川大堰の建設に関する基本計画（第一回変更）告示

平成平成1515年年 33月月 堰本体工事完了堰本体工事完了

平成平成1515年年 66月月 紀の川大堰暫定運用開始紀の川大堰暫定運用開始

平成17年 8月 大阪府が水源計画の見直しを公表

平成18年 3月 基本計画（第二回変更）について、和歌山県・大阪府が同意

平成平成2121年度末年度末 紀の川大堰事業完了予定紀の川大堰事業完了予定

３．時点修正
○紀の川大堰事業の基本計画の変更
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１）紀の川大堰事業の基本計画の変更について
大阪府の利水計画縮小を契機

○紀の川流域委員会では、紀の川の今後概ね３０年間の
河川整備の目標として、戦後 大規模の洪水を対象と
するとして議論。

○計画当時からの社会情勢の大きな変化や財政状況の
大きな変化等を受け、紀の川の上中下流の治水バラン
スを考慮した整備。

総合的な検討の結果、

治水計画を含めた「紀の川大堰事業の基本計画」を変更
することとした。見直しについては、以下の２点を考慮。

紀の川大堰事業の事業区間については、戦後 大規模
の洪水を安全に流すために必要な河道を確保する。
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２）主な変更内容
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３）紀の川大堰事業区間における
戦後 大規模の洪水の考え方

整備途上において、安全性を確保するにあたり、大滝ダムの
調節効果と相まって下流に流れてくる洪水を考慮する。

整備計画完了時には、大滝ダムの洪水調節効果と相まって
戦後 大規模の洪水を安全に流下させる。

人口・資産が集中する和歌山市域においては、大滝ダムの
調節効果により1,500m3/s程度少なくなるため、紀の川大堰
事業区間において、8,500m3/sの河道を整備することにより
戦後 大規模の洪水に必要な安全性を確保する。

整備途上の安全性を考慮

⇒
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４）主な実施事項
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５）参 考
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６）変更内容の比較
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※当初計画に見込まれたS57年8月洪水に対する治水効果

※
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【 参 考 】
○大滝ダムの状況について
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予備
調査

実調

建

設

昭和34年 9月 伊勢湾台風

昭和35年 4月 予備調査開始

昭和37年 4月 実施計画調査開始

昭和40年 4月 建設事業着手

昭和40年 4月 紀の川水系工事実施基本計画策定

昭和47年 4月 大滝ダムの建設に関する基本計画告示

（建設省告示第７７２号）

昭和56年12月 仮排水トンネル工事に着手

昭和63年12月 大滝ダム本体工事に着手

平成 3年 1月 転流開始

平成 8年11月 大滝ダム本体コンクリート打設開始

平成10年 4月 定礎式

平成14年 8月 大滝ダム本体コンクリート打設完了

■事業の経緯

【 参 考 】
○大滝ダムの状況について
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建

設

平成15年 3月 試験湛水開始

平成15年 4月 白屋地区に亀裂現象発生

平成15年 5月 試験湛水中断

平成15年 5月 大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会設立

平成15年12月 大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会の提言を受ける

平成16年 6月 白屋地区対策工事の概略設計について３案を特定

平成17年 3月 大滝ダム貯水池斜面再評価検討委員会を設立

平成17年 4月 白屋地区地すべり対策工事を契約

平成17年12月 白屋地区地すべり対策工事に着手

平成18年 3月 大滝ダム貯水池斜面再評価検討委員会の提言を受ける

平成18年10月 大滝ダム貯水池斜面再評価検討委員会（報告会）を実施

平成18年11月 大滝ダム貯水池斜面対策検討委員会を設立

第３回大滝ダム貯水池斜面
再評価検討委員会 記者会見

（平成18年3月30日撮影）

第１回大滝ダム貯水池斜面
対策検討委員会

（平成18年11月5日撮影）

白屋地区全景
（平成18年6月16日撮影）
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■白屋地区の全景

平成18年1月25日撮影
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対岸法面保護工
押え盛土工
約46万ｍ3

鋼管杭工
122本

排水トンネル工

集水井工：6箇所
集水ボーリング工
排水ボーリング工

アンカー工

押え盛土工

水抜き工

断面図①

ゆるみ域

断面図①

白屋地区地すべり対策工事の概要

排水ﾄﾝﾈﾙ工
【写真②】

先行ＣＳＧ盛土工【写真①】

【写真③】

【11月現在の状況】
■白屋地区地すべり対策工事の概要



70

【先行ＣＳＧ盛土の施工状況】写真① 【排水トンネル工坑口付近の状況】写真②

写真③
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『大滝ダム貯水池斜面再評価検討委員会』において評価され、大滝地区（前面すべ

り）、迫地区（下部すべり）においては、貯水した場合、斜面の安定性の低下が大き

いことが認められ、地すべり対策が必要であることが確認された。

『大滝ダム貯水池斜面対策検討委員会』を設立 （H18.11.5）

大滝地区ならびに迫地区の貯水池斜面において、安全を確保するための地すべ

り対策及び貯水時の監視体制などについて、検討を行うことを目的

■大滝地区、迫地区の地すべり対策検討

新技術等を活用したうえで、貯水池斜面の再調査を行い、安全性について再度評

価を実施

白屋地区亀裂現象（地すべり）
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迫地区大滝地区

大滝ダム

0 500m

S=1:200,000

至 吉野

至 大台ヶ原

■大滝地区及び迫地区

大滝地区 迫地区
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延べ浸水面積：52km2 延べ浸水被災人口：15万人

昭和34年9月洪水（実績雨量：313mm）が現在の河道整備状況で
発生し、万が一破堤した場合に想定される氾濫状況

 

凡例

0.0m～0.5m
0.5m～1.0m
1.0m～2.0m
2.0m～5.0m
5.0m以上

浸水なし

船戸

橋本

五條 現況

大滝ダムの効果
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昭和３４年９月実績降雨（船戸313mm/2日）
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大滝ダム流入量

大滝ダム放流量

9月16日

大滝ダム地点

9月17日

6,220m
3
/s

2,500m
3
/s

9月15日

洪水調節流量
3,720m3/s

ダム使用容量

大滝ダムの効果
昭和34年9月洪水の大滝ダムによる洪水調節効果
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大滝ダムの効果
河道整備の内容

紀の川大堰事業
岩出狭窄部対策

藤崎狭窄部対策

慈尊院地区河道断面不足対策 小田狭窄部対策

麻生津地区築堤

慈尊院地区築堤 安田嶋地区築堤

橋本地区河道断面不足対策

上野地区築堤

二見地区築堤

五條中央公園引堤事業

野原東地区築堤

野原西地区築堤

無堤部対策

狭窄部対策
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昭和34年9月洪水（実績雨量：313mm）が大滝ダムと河道整備が完了し
た状況で発生した場合に想定される氾濫状況

凡例

0.0m～0.5m
0.5m～1.0m
1.0m～2.0m
2.0m～5.0m
5.0m以上

浸水なし

船戸

橋本

五條 整備計画完了時

大滝ダムの効果

延べ浸水面積：0km2 延べ浸水被災人口：0万人




